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表紙 

高田浄水場再整備事業 

 

要求水準書 

【変更版】 

 

令和３年 12月 

 

小田原市上下水道局 

 

（略） 

 

２.２ 設計業務 

３） 運転・水位条件 

イ） 送水量の調整 

表 ２-２ 送水先の配水池の水位 

 

 

 

表紙 

高田浄水場再整備事業 

 

要求水準書 

【変更版】 

 

令和３年９月 

 

小田原市上下水道局 

 

（略） 

 

２.２ 設計業務 

３） 運転・水位条件 

イ） 送水量の調整 

表 ２-２ 送水先の配水池の水位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（変更） 

 

 

 

 

 

配水池 水位（m） 

中河原配水池 

HWL ＋82.80 

MWL ＋77.25 

LWL ＋71.70 

久野配水池 

HWL ＋61.30 

MWL ＋59.40 

LWL ＋57.50 

 

配水池 水位（m） 

中河原配水池 

HWL ＋82.80 

MWL ＋77.25 

LWL ＋71.70 

久野配水池 

HWL ＋60.75 

MWL ＋58.85 

LWL ＋56.95 
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別紙 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜第一期＞

飯泉取水ポンプ所 中河原配水系統

業務項目 業務頻度 委託範囲 直営範囲

運転管理業務（電話連絡対応を含む） 通年 〇 －

保守点検業務（水源地点検）

　　送水ポンプ点検（1号～3号） 5回／週 〇 －

　　操作盤点検 5回／週 〇 －

　　自家用電気工作物点検（年次） 1回／年 － 〇

　　テレメーター点検（メーカー点検） 1回／3年 － 〇

　　点検作業に伴うバルブ操作等現地作業 適宜 〇 －

修繕業務（計画外修繕） 適宜 〇（限度額内） 〇（限度額外）

水質管理業務（法定外）※1 通年（定期） 〇 －

消耗品調達管理業務 適宜 〇 －

薬品調達管理業務 なし － －

燃料調達業務 なし － －

植栽管理及び清掃業務 なし － －

　　連絡対応、入退場管理 なし － －

　　機械警備業務 なし － －

災害、事故及び緊急時対応業務※2 発生時 〇 △

※1　水質管理業務は高田浄水場に到達する原水を対象

※2　業務範囲を超える部分は本市範囲とする

保安業務

＜第一期＞

飯泉取水ポンプ所 中河原配水系統

業務項目 業務頻度 委託範囲 直営範囲

運転管理業務（電話連絡対応を含む） 通年 〇 －

保守点検業務（水源地点検）

　　送水ポンプ点検（1号～3号） 5回／週 〇 －

　　操作盤点検 5回／週 〇 －

　　自家用電気工作物点検（年次） 1回／年 － 〇

　　テレメーター点検（メーカー点検） 1回／3年 － 〇

　　点検作業に伴うバルブ操作等現地作業 適宜 〇 －

修繕業務（計画外修繕） 適宜 〇（限度額内） 〇（限度額外）

水質管理業務（法定外）※1 通年（定期） 〇 －

消耗品調達管理業務 適宜 〇 －

薬品調達管理業務 なし － －

燃料調達業務 なし － －

植栽管理及び清掃業務 なし － －

　　連絡対応、入退場管理 なし － －

　　機械警備業務 なし － －

災害、事故及び緊急時対応業務 発生時 〇 △

※1　水質管理業務は高田浄水場に到達する原水を対象

※2　業務範囲を超える部分は本市範囲とする

保安業務
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（追記） 

 

 

 

＜第二期＞

飯泉取水ポンプ所 中河原配水系統

業務項目 業務頻度 委託範囲 直営範囲

運転管理業務（電話連絡対応を含む） 通年 〇 －

保守点検業務（水源地点検）

　　送水ポンプ点検（1号～3号） 5回／週 〇 －

　　操作盤点検 5回／週 〇 －

　　自家用電気工作物点検 1回／年 － 〇

　　テレメーター点検（メーカー点検） 1回／3年 － 〇

　　点検作業に伴うバルブ操作等現地作業 適宜 〇 －

修繕業務（計画外修繕） 適宜 〇（限度額内） 〇（限度額外）

水質管理業務（法定外）※1 通年（定期） 〇 －

消耗品調達管理業務 適宜 〇 －

薬品調達管理業務 なし － －

燃料調達業務 なし － －

植栽管理及び清掃業務 なし － －

　　連絡対応、入退場管理 なし － －

　　機械警備業務 なし － －

災害、事故及び緊急時対応業務※2 発生時 〇 △

※1　水質管理業務は高田浄水場に到達する原水を対象

※2　業務範囲を超える部分は本市範囲とする

保安業務

＜第二期＞

飯泉取水ポンプ所 中河原配水系統

業務項目 業務頻度 委託範囲 直営範囲

運転管理業務（電話連絡対応を含む） 通年 〇 －

保守点検業務（水源地点検）

　　送水ポンプ点検（1号～3号） 5回／週 〇 －

　　操作盤点検 5回／週 〇 －

　　自家用電気工作物点検 1回／年 － 〇

　　テレメーター点検（メーカー点検） 1回／3年 － 〇

　　点検作業に伴うバルブ操作等現地作業 適宜 〇 －

修繕業務（計画外修繕） 適宜 〇（限度額内） 〇（限度額外）

水質管理業務（法定外）※1 通年（定期） 〇 －

消耗品調達管理業務 適宜 〇 －

薬品調達管理業務 なし － －

燃料調達業務 なし － －

植栽管理及び清掃業務 なし － －

　　連絡対応、入退場管理 なし － －

　　機械警備業務 なし － －

災害、事故及び緊急時対応業務 発生時 〇 △

※1　水質管理業務は高田浄水場に到達する原水を対象

※2　業務範囲を超える部分は本市範囲とする

保安業務


